
資格情報のお知らせ・資格確認書
等に記載されている加入者番号を
記入してください。

　任意継続加入者の期間が満了する前に資格
喪失を希望する場合は、必ずこの申出書を提出
してください。
　配偶者等の加入している健康保険制度の被
扶養者として認定を受ける場合や国民健康保
険に加入する場合は、先に任意継続加入者の資
格喪失手続きをしてください。
任意継続加入者として被保険者（加入者）であ
る間は、国民健康保険に加入したり被扶養者と
して認定できないことになっています。
　任意継続加入者が私立学校に再就職した場
合は、学校法人等より提出される再資格取得報
告に基づき喪失処理をするため、この申出書の
提出は不要です。資格確認書の交付を受けてい
た人は、資格確認書のみ返納してください。
　任意継続加入者が資格喪失日以後の掛金を
納付している場合は、資格喪失確認後に「任意
継続掛金介護掛金還付請求書」を送付しますの
で、速やかに手続きをしてください。 

　資格確認書（交付を受けていた人のみ）
　他の健康保険制度に加入した場合は、加入し
た制度が発行する資格確認書、資格情報のお
知らせ（資格情報通知書）のコピー（被扶養者
となる場合や国民健康保険への加入は除く）

○○

任意継続加入者等記号・番号
枝 番

該当する番号を○で囲んでください
任意継続加入者の資格期間

3. 交付無し

（新たな就職先で加入した健康保険から交付された適用（取得）年月日の記載がある資格確 （医師国保等は除きます）
認書又は資格情報のお知らせの写しを添付してください）

任意継続加入者の資格喪失年月日以降は、任意継続加入者としての保険診療等は受けられませんので十分ご注意ください。

（資格確認書の交付を受けていた人は、資格確認書のみ返納してください） 11270   2026.04 

資
格
確
認
書
の
返
納

任意継続加入者等記号・番号 03F888-11-00  

11270   2026.04 
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